
放課後等デイサービス支援プログラム

こぱんはうすさくら新潟中央教室



（

ア
）

健
康
・
生
活

a ねらい b　支援内容

（１）発達支援

ア　本人支援

（a）健康状態の維持・
改善

（b）生活のリズムや生
活習慣の形成

（c）基本的生活スキル
の獲得



（ａ）姿勢と運動・動作

の向上

（

イ
）

運
動
・
感
覚

　（ｂ）姿勢と運動・動

作の補助的手段の活用

　（ｃ）保有する感覚の

総合的な活用



a ねらい b　支援内容

（

ウ

)

認
知
・
行
動

（ａ）認知の発達

と行動の習得

　（ｂ）空間・時

間、数等の概念形

成の習得

（ｃ）対象や外部

環境の適切な認知

と適切な行動の習

得

（１）発達支援

ア　本人支援



　（ｄ）コミュニ

ケーション手段の

選択と活用

（

エ
）
言
語
・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン

（ａ）言語の形成

と活用

　（ｂ）言語の受

容及び表出

　（ｃ）コミュニ

ケーションの基礎

的能力の向上





a ねらい b　支援内容

（
オ

)

人
間
関
係
・
社
会
性

（ａ）他者との関わり

（人間関係）の形成

（１）発達支援

ア　本人支援

（ｂ）自己の理解と行動

の調整

　（ｃ）仲間づくりと集

団への参加



 地域社会で生活する平等の権利の享受と、地域社会への参加・包容（インクルージョン）の考え方に立
ち、障害の有無にかかわらず、全ての子どもが共に成長できるよう、障害のある子どもに対する「移行支

援」を行うことで、可能な限り、地域の保育、教育等の支援を受けられるようしていくとともに、同年代

の子どもとの仲間作りを図っていくことが必要である。

 また、児童発達支援においては、障害のある子どもの発達の状況や家族の意向をアセスメントし、地域に
おいて保育・教育等を受けられるように保育所等への支援を行う「後方支援」の役割が求められている。

ａ 保育所等への配慮さ
れた移行支援

ｂ 移行先の保育所等と
の連携

（支援内容等の共有や支

援方法の伝達）

（１）発達支援

イ　移行支援

ｄ 同年代の子どもとの
仲間作り

ｃ 移行先の保育所等へ
の支援と支援体制の構築

（ア） ねらい （イ）　支援内容



（１）発達支援

移行支援　　ウ　支援にあたっての配慮事項

○視覚に障害のある

○聴覚に障害のある

○知的障害のある

○発達障害のある

○精神的に強い不安や緊張を
示す

○肢体不自由の



○重症心身障害のある

○病弱・身体虚弱の

○医療的ケアが必要な

○複数の種類の障害をあわせ
有する



ア　 ねらい

（２）家族支援

（イ）家庭の子育て環境

の整備

（ウ）関係者・関係機関

との連携による支援

（ア）家族からの相談に

対する適切な助言や

アタッチメント形成（愛

着行動）等の支援

障害のある子どもを育てる家族に対して、障害の特性に配慮し、子どもの「育ち」や「暮らし」を安定さ

せることを基本に、丁寧な「家族支援」を行うことが必要である。

 特に、保護者が子どもの発達を心配する気持ちを出発点とし、障害があっても子どもの育ちを支えていけ
る気持ちが持てるようになるまでの過程においては、関係者が十分な配慮を行い、日々子どもを育ててい

る保護者の思いを尊重し、保護者に寄り添いながら、子どもの発達支援に沿った支援が必要である。

イ　支援内容



（２）家族支援

ウ　支援にあたっての配慮事項



ア　 ねらい

（ア）地域における連携
の核としての役割

（３）地域支援

（イ）地域の子育て環境

の構築

障害のある子どもの地域社会への参加・包容（インクルージョン）を推進するため、児童発達支援センター

等は、保育所等の子育て支援機関等の関係機関との連携を進め、地域の子育て環境や支援体制の構築を図る

ための「地域支援」を行うことが必要である。

イ　支援内容
（ア）児童発達支援センター等

（ウ）地域の支援体制の

構築



（３）地域支援

ウ　支援にあたっての配慮事項


